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生きがい対応型
デイサービス ※

碓氷峠の森公園
交流館「峠の湯」

利用助成 ※

福祉車両の貸出

日常生活用具
給付等

高齢者おむつ
サービス

高齢者住宅改造
補修費助成

はり・きゅう・
マッサージ

サービス助成

布団乾燥・
丸洗いサービス

介護用車両
購入費等補助

配食サービス
（配食支援事業）

タクシー
料金補助

在宅高齢者
見守り支援事業

（緊急通報装置の貸与）

在宅訪問
理美容サービス

（さわやか
　　ぴんしゃんクラブ）

比較的元気な65歳以上の在宅高齢者（要介護または要支援の認定を受けている
人は除く）を対象として地元の施設を活用し、教養講座、手芸、軽スポーツなどを実
施します。
■月1回の実施で、当日は昼食代などとして800円が必要です。

日常生活に支障のある在宅高齢者を対象に、在宅生活の維持や介護者の負担軽
減を図ります（介護保険の給付が可能な人は除きます）。
■車椅子やベッドを貸し出します（ベッドの運搬は有料です）。

65歳以上の在宅高齢者であって、防火などの配慮が必要な1人暮らしの人を対象
とし、日常生活用具を給付します（生計中心者の所得税額に応じた費用の負担が
あります）。
■電磁調理器または自動消火器を給付します。

65歳以上の在宅高齢者で、寝たきりまたは虚弱な一人暮らしの人が対象です。
■生計中心者の所得税額に応じた費用の負担があります。

65歳以上の在宅高齢者のうち、単身で生活する人、高齢者のみで生活する人、日
中独居となる人であって食事の用意をすることが困難な人を対象に、弁当の配達
を通して状況把握と栄養改善を行います。
■昼食について週5回以内で利用できます（利用者負担があります）。

65歳以上の在宅高齢者であって、寝たきりまたは認知症で常時失禁状態にある人
が対象です。
■対象者の所得税額により、紙おむつの給付限度が異なります。
■入院や短期入所などで自宅を離れると、休止または廃止となります。

70歳以上の高齢者が市と契約している施術所で「はり」、「きゅう」、「マッサージ」の
施術を受ける場合に助成します。
■申請により割引券を交付します（当該年度中に6枚を限度とします）。
■対象者の所得税額によって交付制限があります。

65歳以上の在宅高齢者で、要介護認定（要支援の認定の人は除く）を受けており、
車椅子の使用が見込まれる人を乗車させる介護用車両の購入または車両を改造
する場合に助成します。
■助成額は車の種類により異なります。
■補助金の交付にあたっては、購入または改造の前に申請が必要です。

タクシー以外の交通機関を利用することが困難な高齢者などを対象にタクシー料
金の一部を補助します。
■お住まいの地域により申請窓口が異なりますのでご注意ください。
　（安中地域＝□本 介護高齢課・松井田地域＝□松 住民福祉課）

65歳以上の在宅1人暮らしなどの高齢者であって、健康状態や身体状況などの理
由により緊急時の対応に不安がある人を対象に、緊急時に連絡がつながる装置を
貸与し、緊急時に連絡のできる体制を整備します。
■家族をはじめとした協力者を緊急連絡先として登録します。
■固定電話の回線を使用して装置を設置します（固定電話の回線が必要です）。
65歳以上の在宅高齢者で、要介護4または5の人、あるいは要介護認定（要支援の
認定を受けている人は除く）を受けている外出困難で、家族が高齢などの理由で支
援を得られない人を対象にカット（散髪）してもらうことができる券を交付します。
■理容組合・美容組合の協力店が対象者の自宅を訪問してカット（散髪）を実施し

ます。
■利用券を交付します（当該年度中に4枚を限度とします）。　

65歳以上の在宅高齢者で、介護保険の認定を受けている人が、在宅生活を維持
するために住宅を改造・改修する場合に助成します（新築および増築の場合は助
成の対象外です）。
■要介護度、世帯構成、生計中心者の所得税額による制限があります。
■助成は対象工事費の6分の5の額です（助成は50万円を限度とします）。

市内の65歳以上の高齢者に対して当該施設の利用料の一部を助成します。
■宴会（事前に予約してあるものに限る）を利用する人、一人につき1，000円を助

成します（当該年度中に5回を限度とします）。

車椅子を使用する要援護高齢者や身体障害者を乗せて通院や買い物に出かける
ための福祉車両を貸出します。
■ガソリンを満タンにして車両を返却してください。

JA福祉センター
（☎090－5217－3336）

「峠の湯」
（☎380－4000）

社会福祉協議会
本所 （☎382－8397）
支所 （☎393－3948）

介護高齢課
（☎内線1181・
　　　　1182）

住民福祉課
（☎内線2151・
　　　　2152）
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　資源ごみ（古紙、古着・古布）のごみステーション回収（行政回収）を
毎月1回実施しています。ごみの量を減らしリサイクル率を増やすた
め、ご協力をお願いします。

【古紙】
古紙は、濡れてもリサイクルに支障がありませんので、雨天でも回収
します。「家庭用 資源・ごみ収集日程表」に記載している規定どお
り、種類ごとに紙ひもなどで束ねるか、紙袋に入れ、ひもで結び中身
が出ないようにしてお出しください。
※シュレッダー細断紙は飛び散るおそれがあるため、袋に入れても回
収されません（有価物集団回収（廃品回収）に出すか、碓氷川クリーンセ
ンターへ直接搬入してください）。
※ビニール袋に入れて出すと、古紙とは判断されず回収はされません。
※防水加工された紙、印画紙、食品残渣のついた紙などは出せません。（詳しくは、「家庭用　資源･ごみ収集
日程表」参照）

【古着・古布】
現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う衣類・布類の流通の停滞により、古着・古布のリサイクルが困難
な状況にあります。つきましては、当面の間、不要となった衣類・布類の排出は控え、できる限りご家庭に
て保管していただきますようご理解とご協力をお願いします。

【碓氷川クリーンセンターへの直接搬入】
月曜日～金曜日（年末年始を除く）の午前8時30分～11時30分、午後1時～4時30分に種類ごとに分別して搬入
してください（処理手数料はかかりません）。
※資源ごみ（古紙など）のごみステーション回収（行政回収）は、有価物集団回収（廃品回収）を補填するために
実施するもので、できる限り地域の団体が実施する有価物集団回収をご利用ください。

○○
××

※新型コロナウイルス感染症の影響で一部サービス内容に中止や変更があります。

あんなかのおしごと通信 Vol.7 安中市で行っている取り組みや事業を
紹介します。

徴収猶予特例制度について
該当する税目は、「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する」ものです。
下記のすべての要件に該当する場合に徴収猶予の特例が適用されます。
①令和2年2月から納期限までの1か月以上の期間において、収入が前年同月比で20％以上減少した場合
②納期限までに納付困難と認められる場合
　申請手続について
徴収猶予を申請される人は下記書類をご用意のうえ、（〒379－0192 安中市安中1－23－13 安中市役所収納
課収納整理係宛）に郵送またはお越しいただき、お申込みください。
①申請書（市ホームページからダウンロードするか□本 収納課にお問い合わせください）
②令和2年2月以降収入が減少していることを証明する書類および前年同月の同書類
③申請時点での現預金額を証明する書類
④申請時より6か月以内に予想される経常支出および臨時支出の金額を証明する書類
　申請後の対応について
申請書および添付資料受理後、徴収猶予適用の可否について審査します。審査の結果については書面にて通
知します。　
徴収猶予の特例制度適用後の対応は以下の通りとなります。
①猶予期間は納期限から1 年間となります。下記②および③の条件での期間延長はありません。
②猶予金額にかかわらず担保提供は不要となります。
③納期限から1 年間は延滞金は発生しません。

新型コロナウイルスの影響により
　　　　　　市税の徴収猶予特例制度を申請する皆さんへ

問合せ▶　収納課収納整理係（☎内線1082）本


